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間6揮1月21日耗ニ

長　沼　町　行　政　改　革　大　綱

1．基本方針

（1）長沼町を取りまく、厳しい行財政環境のなかで、多様化する行政需要に対応しつつ、地域
社会の清塩化及び住民福祉の増進を進めるため、引き続き行政改革を強力に推進する。

（2）行政改革の推進に当たっては、「長沼町行政改革専念会」の答申を尊重し、議会と連携し
つつ全庁が一体となって取り組むとともに、町民をはじめ関係方面の理塵と協力が得ら
れるよう努める。

2．当面の措置事項

（1）　事務事業の見直し

①　廃止するもの　　　（昭和6ユ年度）

町税（町民税・国定資産税）納期前納入報奨金制度

納税貯蓄組合報奨金制度

国民年金報奨金制度

じん芥収集台設置事業

老人層室整備資金貸付事業

．老人宿泊優待券の交付制度

心身障寄書扶養共済諷度謝金補助事業（町民税所得割課税世欝）

身体障害者補装具等給付事業

防風施設設置事業

農村環境整備事業

仔豚原人資金貸付事業

スポーツ偽書見舞金交付諷虔



②　遠戚するもの

．幼児及び学童医療費補助事芸

助産費檎助事業

身体障害者医療箕補助事業

学童保育指導事業

③　制度の改正・統合メニ＝L・一一化

（昭和62年度以降）

（昭和61年度以降）

（昭和61年度以降）

（昭和6ユ年度以降）

（昭和‾61年度）

保育料徴収基準を当該年度の国の基準とする。
転作促進対策特別事業及び畑作振興対策事業を統合メニュー化する0

④各団体礪助金は10～20％削減し、補助率隈及び終期を定める。
（昭和61年虔）別紀

⑤　公共施設の使用料について見直しをする。（昭和61年度以降）

⑥町有財産（土地）の密付地について将来必要なものについては返還を求め、それ以外
については売却処分をし、その収入については公共用地の先行取得にあてる。

（昭和61年夏以降）

⑦借地については、効率化を推進する。（昭和■61年度以降）

（2）週織・扱構の簡素合理化

自治行政区の分割及び統廃合を推進する。

役場出張所（甫・北）を廃止する。

選挙管理委員会事務局を住民課に併置する。

（昭和61年度以降）

（昭和61年度）

（昭和61年度）

監査委員及び公平委員会事務局を議会事務局に委任する。＿（昭和61年庶）

農業委貞全委員定数を6名削減する。　　　　　　　　（昭和62年虔）

農業委員会事務局を蔓芸課に併置する。　　　　　　（昭和6‾1年度）

教育専門委員、学校水泳プ∵ル運営委員及び青少年会館運営委員会を虜音止する。
（昭和61年度以降）

消防団団員定数を22名削減する。 （昭和61年度以降）

消防団第1分団第3瓢、第2分団1部2丑臥同2部1斑、同2部2珪及び同2部4
珪の槙械器具置場を廃止する。（昭和61年度以降）



消防分遣所の常備消防職員の派遣を廃止し、中央・南・北・西・．舞鶴のサイレン吹
賂施設を遠偏屈作にする。（昭和61年虔）

（3）　定員管翌の適正化　（昭和61年度　〉

職員定数条例の定数を20名削減する。

政見の定年は一律年齢60年とする。

（4）民間委託・OA化等事務改革の鱒造（昭和61年度以降）

①　民間委託

事務事業の民間委託を推進する。

②　OA化等

マイクロコンピュータを．導入し、′事務の敷革化を推進する。

永久保守文書（戸籍簿・設計区巨地籍図等）のマイクロフィルム化を籍進する。

（5）　会館等の共有施■設の設置及び管理運営の合理イヒ（昭和61年産以降）

公共施設（南・北会館・南・北福祉センター）の管理運営を地域に委託する。



別　紙
、　　　　　　　、 事務事業の見直し

①　各団体補助金は1D～20％削減し、福助年限及び終期を定める。

イ　継続するもの

交通安全協会

青少年育成協議会
教育研究協議会

ロ　10％削減するもの

納税貯蓄組合連合会
老人クラブ遠合会
保護司会
民生委員協議会
長沼町商工会
長沼町観光協会
長沼町農民協議会
婦人連絡儀屡会【1
青年団体協読会
4Hクラブ連合協議会
郷土芸能保存会
文化協会
体育協会
スポーツ少年団

ハ　20％削減するもの

長沼町手足徳社
長沼地区労働協議会
単位老人クラブ
遺族会
身体障害者福祉協会
長沼町養豚協会
展菜茂術員協議会
園芸組合連合会
校長会
教頭会

‘父母と先生の会違合金

二　廃止するもの

傷痍軍人会
長沼町玉葱振興会
烏事協同組合
国際交流センター



＝∈妄：手篭ヨ町行政改二等：プこ荊妻雷

1．基　本　方　針

本町は昭和60年に行政改革を行い、その方針は見直しを加えつつも引菖続き、推進

している。

しかしながら、高齢社会の到来、情報化、国酎ヒの進展、国における地方分権の推進

など社会経済情勢の変化は著し〈、迅速かつ的確に行数の推進に取り組むとともに簡素

にして効率的な行政の確立に向け、次の項馴こついて検討する。

2∴当　冠　の　措　置

（1）時代に即応した組織、機構

・地方分橡、権限萎該等への対応した組敷稔梼の再編を図る。

・高麗社会に備えた姐徹、桟橋の再編を図る。

・住居表示、行政区の統廃富の検討を行う。

（2〉　定員管理及び給与の適正化の推蓬

・囁員定数の韻討を因る。

・事務、事業の内容を絵討し、委託等により職員の適正配置を推超する。

・職員の給与水準の適正化について検討する。

（3）効率的な行改蓬富と職員の能力開発等の推遽

・権限委譲等に対応した処務規程の見直し右図る。

■OA化のための実務研修を実施する。

・職員の研修の拡大及び政策形成能力の向上や意識改革のための講座を開設する。

（4）行政の情報化の推遽等による行政サービスの向上

・住民情報等行政事務のOA化を図り、住民の立場に立った行政サービスの向上を図

る。

・事務のOA化に取り温み、効率化を図る。

一住民に対する情報化を権道する。

（5）そ　の　他

・時間外勤務の績小と、職員の健康管理に努める。




